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職員の給与・勤務状況をお知らせします！

市職員の給与を公表
　市役所職員の給与は、地方公務員法に定められる『職務給（職務と責任に応ずるもの）』
『均衡（民間賃金との均衡を保つための人事院勧告）』『給与条例主義（給料・手当・勤務
時間）』に基づき、『伊豆の国市職員の給与に関する条例』により定められています。
　これらの法律や条例に定められていない給料や手当は支給されません。また、条例の
制定、改正および廃止は、市民の代表である市議会の議決が必要となります。

職　　員　　数

合計

会計別 給料表別

普通
会計

特別
会計

行政職
給料表
（甲）

行政職
給料表
（乙）

技能
労務職
給料表

特定
任期付
給料表

平成26年度 379 人 349 人 30 人 366 人 3人 9人 1人

平成27年度 371 人 346 人 25人 362 人 2人 6人 1人

　　職員数の状況
（各年 4月 1日現在）※教育長・再任用短時間勤務職員を除く

　　　特別職の給与等の状況
（平成 27年4月1日現在）

区　分 月　額
期末手当

6月期 12 月期

給
料

市　長 800,000 円 1.975月分 2.125 月分

副市長 660,000 円 1.975月分 2.125 月分

教育長 600,000 円 1.975月分 2.125 月分

報
酬

議　長 363,000 円 1.775月分 1.925月分

副議長 324,000 円 1.775月分 1.925月分

議　員 300,000 円 1.775月分 1.925月分一般職の給与等の状況
〈１〉人件費の状況（平成 26 年度普通会計決算）

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
186 億 3351 万円 28 億 464 万円 15.05％

区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 333,795 円 406,056 円 44.1 歳
教育職 262,308 円 275,435 円 35.3 歳
技能労務職 266,533 円 273,987 円 55.8 歳

〈３〉職員の平均給料額、平均給与月額および
　　  平均年齢の状況　　（平成 27年 4月 1日現在）

※ 平均給与月額とは、給料および職員手当（扶養手当、住居
手当、通勤手当、時間外勤務手当など）の合計です。

〈２〉職員給与費の状況（平成 26 年度普通会計決算）

職員数
（A）

給与費 1人当たり
給与費（B/A）給　料 職員手当 期末勤勉手当 計（B）

350人 13 億 1922 万円 1億 9112 万円 4億 9027 万円 20 億 61 万円 571 万 6028 円

※ 職員手当には退職手当負担金は含みません。
※職員数および給与費には、再任用短時間勤務職員（１人）を含みます。

区　分 伊豆の国市

一般

行政職

大学卒 174,200 円
短大卒 154,800 円
高校卒 142,100 円

〈４〉初任給の状況（平成 27 年 4月 1日現在）
（国と同基準）

（国と同基準）

区　分 期末手当 勤勉手当 計
6月期 1.225 月分 0.75 月分 1.975 月分
12 月期 1.375 月分 0.75 月分 2.125 月分
計 2.60 月分 1.50 月分 4.100 月分

期末・勤勉手当の状況

職員の諸手当 （平成 27年4月1日現在）

問 市役所総務課　☎ 055-948-1411

区分 平均取得日数 消化率
市長部局等 9.2 日 23.7％
教育委員会 8.2 日 21.1％

〈２〉年次有給休暇の取得状況（平成 26 年）

勤務の状況
〈１〉勤務時間の状況（平成 27 年 4月 1日現在）

勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間
7 時間 45 分 8：30 17：15 12：00 ～ 13：00

※毎週木曜日、窓口業務は 19：00 までの勤務。

　 　とき／3月20日（日・祝）
　   　　　 　開場 10：00　開演 10：30

　　　　　　　　　ところ／韮山時代劇場　大ホール

チケット／【全席指定】一般1,000円　中学生以下 500円
　　　　　※3歳以上は有料。3歳未満は保護者のひざ上 1名無料。
チケット販売所／▶韮山時代劇場▶アクシスかつらぎ
　　　　　　　　▶ローソンチケット（Lコード：45192）
　　　　　　　　▶チケットぴあ（Pコード：447-622）
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問 市役所文化振興課　☎ 055-948-1428
問 アクシスかつらぎ　☎ 055-948-0225
問 韮山時代劇場　　　☎ 055-949-8600

※チケットの電話予約は韮山時代劇場のみで受け付けています。
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91〇

伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎
相談日：毎週月・金曜日
（祝日は除く。
  月曜日が祝日の場合は火曜日）
問 伊豆の国市市民課　☎ 055-948-2901

【消費生活相談】
　時間（共通）
　9：00 ～ 16：00
　（12：00～13：00は除く）

伊豆市役所（伊豆市小立野）
相談日：毎週木曜日（年末年始・祝日は除く）
問 伊豆市市民課　☎ 0558-72-9858
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わかりにくい点がますます不安にさせるマイナンバー

チケット
好評販売中


